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令和７年度定期監査結果について（報告）

地方自治法第１９９条第４項及び肝付町監査委員条例第５条の規定に基づき、定期監査を
実施しましたので、同法第１９９条第９項及び同条例第９条第１項の規定により、監査結果
について次のとおり報告いたします。

第１

　

監査期日

　

令和８年１月２６日～２月１０日まで （１１日間）

第２

　

監査対象部署

　

本庁・内之浦総合支所の各課等、岸良出張所、教育委員会管轄の各部署、選挙管理委
員会、農業委員会、町立病院

第３ 監査対象期間

　

令和７年４月１日～令和７年１２月３１日

第４ 監査の着眼点

　

財政運営を中心に、事務及び事業の執行状況並びに会計経理が、適法適切かつ効率的

　

に行われているかについて、 特に次の事項を重点において実施した。

　

（１）事務事業が計画的に進められているか。

　

（２）事務を処理するにあたり、常に住民の福祉増進に努め、最小の経費で最大の効果

　　

を上げるよう、 効率的かつ経済的に執行されているか。

　

（３）財産管理事務及び備品管理事務は適正に行われているか。

　

（４）契約事務及び検収事務は適正に行われているか。

　

（５）違法、 不当な会計処理等がなされていないか。

　

（６）決算審査時に指摘した事項が改善されているか。

第５

　

監査の結果及び意見

　

１ 一般会計

　

（１）歳入

　　　

予算現額

　　

１２，３４４，４８６，０００円 （内明許繰越分６３８，１５２，０００円）

　　　

調定額

　　　　

８，５８０，６３１，６９８円 （内明許繰越分

　

５４，６８８，０００円）

　　　

収入済額

　　

８，１８６，８１１，８１６円 （内明許繰越分

　

５４，６８８，０００円）

　　　

収入済額８，１８６，８１１，８１６円は、 予算現額１２，３４４，４８６，０００円に対する執行率６６，６％であ

　　　

り、 調定額８，５８０，６３１，６９８円は、 予算現額比６９．５％である。
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（ァ）税収（町税）について

　

①普通税

　　

現年度分は、 調定額１，４５６，０６０，０３１円に対し、 収入済額１，３３０，６３３，８９０円で、 収納

　

率９０．７％、 滞納繰越分は、 調定額３５，０１９，７６４円に対し、 収入済額６，５２４，７４７円で、

　

収納率１８．６％である。

　　

納税対策については、町税等収納対策会議を中心に全庁的に取り組みがなさ

　

れ、１２月末の町税総計の徴収率は、前年度と比較してみると若干上昇してい

　

る。

　　

自主財源の大宗を占める税収は、 一般会計歳入予算総額に占める割合 （１２．０

　

％）も大きく、収入未済額の増加は財政に支障を及ぼすものであり、年度末も

　

控えていることから、 収納対策を強化し、 特に滞納繰越分については、 不納欠

　

損処分に繋がらないよう未収金の解消に今後努められたい。

②１２月末における滞納処分実績（国保税含む）

　

○債権等差押えによる納付

　　

２１件

　

１，３０５，７００円

　　

（内訳） ・給与

　　　　　　　

５件．

　

３２６，６００円

　　　　　

・預貯金

　　　　　　

１２件

　　

９６７，１００円

　　　　　

・破産交付要求

　　　

２件

　　　　　

０円

（イ）税外収入について
①住宅使用料

　　

現年度分は、 調定額５０，５７１，０００円に対し、 収入済額３６，５０９，９００円で、 収納率

　

７２．２％、 滞納繰越分は、 調定額５８９，８００円に対し、 収入済額１５８，１００円で収納率
２６．８％である。

　　

滞納者の内訳は、 現年分５４戸、７３件で１，７７１，２００円、 滞納繰越分が２戸、２７

　

件で４３１，７００円となっている。

　　

徴収率について、 現年分については昨年に続き完納をめざして、 滞納繰越

　

分は今一度電話催促、催告書の送付等年度末に向けて収納率アップに努めら

　

れたい。

②住宅新築資金貸付金

　　

未償還借受人が前年度１２月末時点で残り２名・２件（新築資金１件、改修

　

資金１件） 債権総残高２，２８１，７２４円となっており引き続き徴収努力されたい。

③奨学費貸付金

　　

償還状況について述べると、 現年度分 （１０人） は、 調定額１，３３８，０００円に対

　

し、 収入済額１，２７８，０００円 （１０人） で、 収納率９５．５９％であり、 滞納繰越分 （５

　

人） は、 調定額９９２，０００円に対し、 収入済額２７５，０００円 （４人） で、 収納率

　

２７．７％である。

　　

収納率は対前年現年分が６２．９％だったが、 積極的な取り組みにより大きく上

　

昇しているが、 過年度は対前年４０．１８％でかなり減少している。

　　

未償還対策として、引き続き本人や連帯保証人に対する一体的指導を図

　

り、 収入確保に向けさらに滞納解消に努められたい。

　

なお、 対策として、 極力現年分を残さないよう万全を期されたい。

④保育所入所費負担金

　　

現年度分は、 調定額５，９５４，６５０円に対し収入済額は、４，８７０，９４０円で収納率は

　

８１．８％である。 滞納繰越分は、 調定額１７６，７５０円に対し収入済額７，２５０円で収

　

納率は４．１％である。

　　

滞納額については、 今後も引き続き滞納解消に努力されたい。
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⑤優良牛保留資金貸付

　　　　

定額運用基金の優良牛保留資金貸付事業は、令和７年１２月末時点で未償還

　　　

借受人が残り１名貸付頭数１頭４２９，０００円となっており、 引き続き償還に向け

　　　

て努力されたい。

　　

以上、 歳入状況について、 収入未済額を主に述べてきたが、 自主財源確保のため

　

に更なる縮減対策を講じられたい。

（２）歳出

　　

予算現額

　　　　

１２，３４４，４８６，０００円 （内明許繰越分６３８，１５２，０００円）

　　

支出済額

　　　　　

６，７２５，４９０，１０５円 （内明許繰越分２４０，９３３，７９４円）

　　

負担行為累計額

　

８，５７２，５６４，４３０円 （内明許繰越分５６４，３７３，７９４円）

　　

支出済額６，７２５，４９０，１０５円は、 予算現額１２，３４４，４８６，０００円に対する執行率５４．４％であ

　

り、 負担行為累計額８，５７２，５６４，４３０円は、 予算現額比６９．４％である。

　　

今後の予算執行においては、 経常的経費等で予算残額が生じているからといっ

　

て、不要不急な物品等の購入は厳に慎み、経費節減に最大限努められたい。

２

　

特別会計 国民健康保険事業費事業勘定
（１）歳入

　　

予算現額

　　　　　

２，０５８，８１７，０００円

　　

調定額

　　　　　　

１，８７６，８９３，１３１円

　　

収入済額

　　　　　

１，３１７，８９５，８９５円

　　

収入済額１，３１７，８９５，８９５円は、 予算現額２，０５８，８１７，０００円に対する執行率６４．０％であ

　

り、 調定額１，８７６，８９３，１３１円は、 予算現額比９１．１％である。

　　

国保税の予算額２４３，２４４，０００円は、 歳入予算総額に占める割合の１１．８％である。

　　

税収の現年度分は、 現在７期納入の６期までであるが、 調定額２４２，０４５，４００円に対

　　

し、 収入済額１７９，４０９，７００円で、 収納率７４．１％である。 また、 滞納繰越分は、 調定額

　

３５，０８０，５０１円に対し、 収入済額５，１９７，８００円で、 収納率１４．８％である。

　　

収納率については、 国保合計で対前年０．３％下降している。

　　

また、国保税は、介護納付金分及び後期高齢者支援金分も含めて徴収することに

　

なっており、これらの納付金は、徴収率に関係なくそれぞれの制度に定額を納付す

　

ることになっている。 このため、 徴収率の低下は、 医療費の支払いが困難となり、

　

国保会計の運営に大きな支障を来すことになることから、更なる収納率向上を望む

　

ものである。

（２）歳出
予算現額
支出済額
負担行為累計額

２，０５８，８１７，０００円

１，３３１，４７０，８９７円

１，３８８，６２１，５３３円

支出済額１，３３１，４７０，８９７円は、 予算現額２，０５８，８１７，０００円に対する執行率６４．７％であ

り、 負担行為累計額１，３８８，６２１，５３３円は、 予算現額比６７．４％である。

　

また、 医療費の動向を示す保険給付費は、 予算執行率６６．３％である。
監査資料を基に、令和７年度の一人当たりの費用見込額（医療費十一部負担金）
は、 一般被保険者が５３４，６８５円となっている。
引続きレセプトの点検や健康診断・健康指導の実施等により、医療費の抑制に努
められたい。
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３

　

特別会計

　

介護保険事業費保険事業勘定
（１）歳入
予算現額
調定額
収入済額

２，９６０，８８２，０００円

２，３２６，４７３，５５５円

１，７７０，６２１，０５８円

　

収入済額１，７７０，６２１，０５８円は、 予算現額２，９６０，８８２，０００円に対する執行率５９．８％であ
り、 調定額２，３２６，４７３，５５５円は、 予算現額比７８．５％である。

　

本会計の介護保険料は、第１号被保険者の保険料について徴収することになって
おり、 特別徴収分については、１００％の徴収が見込まれる。 普通徴収分は、 ７期納
入の６期までの納入で、 現年分は、 調定額２８，６５１，６４０円に対し、 収入済額２２，１３３，６６０
円、 収納率７７２％となっている。 また、 滞納繰越分普通徴収は、 調定額５，１０４，８０８円
に対し、 収入済額９９６，３３８円、 収納率１９．５％である。

　

年度末に向け収納対策を強化され、特に滞納繰越分については不納欠損処分に繋
がらないように努められたい。

　

その他の科目については、歳出の変動に伴い、歳入の国庫支出金及び県支出金等
も変動するので注意を要する。

（２）歳出
予算現額
支出済額
負担行為累計額

２，９６０，８８２，０００円

１，６４３，１９５，９２４円

１，６６２，５７２，５７４円

　

支出済額１，６４３，１９５，９２４円は、 予算現額２，９６０，８８２，０００円に対する、 執行率５５．４％で
あり、 負担行為累計額１，６６２，５７２，５７４円は予算現額比５６．１％である。

　

介護費用の動向を示す保険給付費は、 負担行為額１，４８９，１８３，１５２円で、 保険給付支
払状況としては、 居宅介護サービス給付費３９９，４０６，１４３円、 地域介護サービス給付費
３６２，２７４，３０４円、 施設介護サービス給付費５０９，５２６，８８９円などである。

　

監査資料に基づくと、 第１号被保険者数は５，８１２人 （６５歳～７５歳未満２，４７２人、７５
歳以上３，３４０人） である。 また、１２月までの申請者数は８１６人で、 新規１９６人、 更新
５０１人、 区分変更１１９人である。 一方、 認定者数は１，２１９人で、４０歳～６５歳未満１３
人、６５歳～７５歳未満１０６人、７５歳以上１，１００人である。

４

　

特別会計

　

介護保険事業費介護サービス事業勘定
（１）歳入

　　

予算現額 １９，９５８，０００円

　　

調 定額

　　　　　

１６，１７４，７１７円

　　

収入済額 １６，１７４，７１７円

　

収入済額１６，１７４，７１７円は、 予算現額１９，９５８，０００円に対する執行率８１．０％であり、 調
定額１６，１７４，７１７円も、 予算現額比８１．０％である。

（２）歳出

　　

予算現額

　　

支出済額

　　

負担行為累計額

１９，９５８，０００円

８，５２９，３９０円

９，８９３，６１０円

　

支出済額８，５２９，３９０円は、 予算現額１９，９５８，０００円に対する執行率４９．５％であり、 負
担行為累計額９，８９３，６１０円は、 予算現額比４９．５％である。

‐４‐



５

　

特別会計

　

後期高齢者医療費事業勘定
（１）歳入

　　

予算現額 ３０７，３５８，０００円

　　

調定額

　　　　　

１８６，９５７，８９５円

　　

収入済額 １３７，７６５，５０３円

　　

収入済額１３７，７６５，５０３円は、 予算現額３０７，３５８，０００円に対する執行率４４．８％であり、

　

調定額１８６，９５７，８９５円は、 予算現額比６０．８％である。

（２）歳出

　　

予算現額

　　　　

３０７，３５８，０００円

　　

支出済額 １３８，５７０，７６４円

　　

負担行為累計額

　

１４０，６３０，１３１円

　　

支出済額１３８，５７０，７６４円は、 予算現額３０７，３５８，０００円に対する執行率４５．０％であり、

　

負担行為累計額１４０，６３０，１３１円は、 予算現額比４５．７％である。

６

　

水道事業会計

　　

給水状況は、 給水戸数６，７７９戸、 配水量１，２０８，６４２ 、 有収水量９８７，６２２ 、 有収率

　

８１．７％である。

　　

料金については、 人口減による使用水量の減、 老朽化した施設の維持管理等のた

　

めと、将来に向けて安心で清浄な水を安定して供給するために昨年料金改定され

　

た。

　　

給水収益状況は、１２月末現在の現年度分調定額２３９，５３６，５５３円に対し、 収入済額

　

２３０，１６１，９６８円で、 収納率９６．１％、 滞納繰越分は、 調定額８，３６７，２９９円に対し、 収入済

　

額５，０１９，２３９円で、 収納率６０．０％である。

　　

徴収率は、 対前年現年分で０．７％、 滞納繰越分で２．４％と共に上昇している。 電

　

話、訪問等の催促を強化され、引き続き未収金の解消に努められたい。

　　

修繕を含む工事関係については、 池之園地区配水管布設替工事・外７件を、 原水

　

及び浄水費で富水源地無停電電源装置取替修繕・外２６件、配水及び給水費で前田漏

　

水修繕・外２１件の工事等を実施している。

　　

結果として、前年度と比較して積極的な維持修繕が有収率の上昇につながり、併

　

せて徴収率上昇がみられたことは、健全な水道事業が運営されているとおおいに評

　

価できた。

７

　

町立病院事業会計

　　

１２月末までの延べ入院患者数は５，６８６人で、 前年同期に比べると１，３９５人減少し、

　　

延べ外来患者数は１１，２４９人で、 前年同期に比べると１７８人増加している。

　　

医業収益については、 対前年３６８千円、 率にして０，２％の増となっている。

　　

監査資料から収入と人件費の相関が判断できなかったが、人員確保に苦慮してい

　

ることや一般会計繰出金に頼っている状況は説明があった。

　　

医療従事者確保等の観点から人件費増はやむを得ない面があるとしても、人件費

　

は固定化しやすく、中長期的に財政負担が累積する性質を有することから、一般会

　

計繰出への依存が恒常化することのないよう、収支構造の改善に向けた取組を明確

　

にした上で、 繰出の必要性及びその水準について慎重に検討されたい。

８ 契約事務について

　　

本町の令和７年度の工事関係（需用費１０万円以上・調査、設計を含む）契約方法



と件数は、４月から１２月までの実績に１月以降の計画で、指名競争入札が一般会計
４９件、水道会計８件の計５７件、随意契約（見積）が一般会計２２１件、水道会計４９
件、 病院会計３件の計２７３件となっている。 随意契約が全体の８２．７％を占めている。

　

随意契約の事務処理について、

　

（ァ）随意契約による場合、 その理由は適正か。

　

（イ）随意契約による場合は、原則として２者以上から見積書を徴しているか。

　

また、 例外的に１者から見積書を徴する時は、 その理由は適正か。

　

以上の点に留意し、 運用を誤ることのないよう、 厳正に対応されたい。

９

　

財産について
（１）公有財産

　　　

行政財産、 普通財産とも町の大事な財産である。 的確に把握しておくために、

　　

本年度の土地の購入及び売却等を再度確認し、財産台帳については、現況の確認

　　

を行いながら適正な整備を図られたい。 また、 建物についても同様に慎重を期さ

　　

れたい。

　　　

管理面についても、 日常の巡回等を実施し、 肝付町公有財産管理規則に則り万

　　

全の管理を望むところである。

（２）物品（備品）
（ァ）備品監査については、主に本庁管轄部署を対象に実施した結果、前年度の指摘に

　

従い概ね良好に管理されていたが、管理方法や全庁的な視点から見て以下のような

　

問題点が見受けられた。

　

① 冷蔵庫、電子レンジ、掛け時計等について、退職職員や業者からの寄贈品、また

　

」ＡＸＡやコスモビア内之浦における備品の再利用品を備品台帳に記載し管理してい

　

る部署がある一方、 台帳管理が行われていない部署も確認された。

　

②１日高山庁舎建設時（昭和５０年６月３０日）に配置された机やいすが再利用として現

　

在も使用されている事例が確認され、備品の更新状況に部署間で不均衡が生じてい

　

る。備品を再利用し、物を大切に使用する姿勢自体は評価できるものの、備品の定

　

義や管理基準が明確でないことにより、 管理の統ー性が損なわれている。 ガムテー

　

プ等で修繕された机・いすについては、 一見大切に使用されているように見える反

　

面、 住民サービスにおける 「おもてなし」 の観点から劣悪な印象を与えるおそれが

　

ある。 さらに、 これらの備品は職員の業務パフォーマンスや健康管理上の観点から

　

も支障を来す可能性があり、単なる物品管理にとどまらない課題であると考えられ

　

るので検討してもらいたい。

　

⑤ 高山地区の学校の備品も監査対象であり、よく管理されていた。ただし波野中学

　

校グランドの管理機の保管場所が、三方を囲う車庫ではなく、四本の支柱に屋根の

　

みを設けた構造物の下に保管されており、 側面が開放された状態となっている。 こ

　

うした保管方法は備品の劣化の進度も高いため、ストックマネジメントの観点から

　

早急に対応されたい。

　　

以上の問題点から改善要望は以下のとおりである。

　　

管理者においては、備品の基準を明確化し、寄贈品や再利用品を含めた備品管理

　

のルールを全庁的に統一されたい。 併せて、 備品台帳への記載の徹底を図り、 適正

　

な管理体制を構築されたい。
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（イ）公用車の管理はシステム化されているが、 入力漏れ等あることからそのつど管

　　

理されたい。 また、 運行前後の清掃管理にも努められたい。 今まで以上に効率

　　

的・効果的な運用が図られることを期待します。

（３）基金及び資金運用

　　

地方自治法第２４１条に基づく基金数は２０となっているが、 その内訳は積立基金

　

１６、 定額運用基金４となっている。

　　

基金の運用については、 今年度１２月末現在の債券は対前年５９９，３４０千円増額の

　

２，７０５，７０３千円と全体の約４３．１％を占めている。 今後もより一層の効率的な運用に務

　

められ、さらに年度末に取り崩しや積み立てを行うこととなるが、地方自治法に基

　

づいて最も確実かつ効率的な方法での運用を望むところである。

　　

また、 確実な方法として基金の長期運用を行うことも大切なことであるが、 基金

　

の目的、 中長期的な町の現状等考慮し、 計画を持って運用されたい。

１０

　

事務処理及び改善等について
（１）一般会計等
①電子決裁システム導入について

　　

電子決裁システムは導入後５年目 （Ｒ６．４．１～Ｒ６．１２．３１）に入り、 大きなトラブ

　

ルもなく順調に推移して・いる。 電子決裁はペーパーレス化による紙の使用量削減、

　

庁外（出張先含む）の決裁が促進され空いた時間を有効活用出来る。決裁スピード

　

が短縮され、事務の効率化が図られる等のメリットがあります。

　　

ただし、従来の紙決裁において担保されていた確認行為が簡略化・形式化された

　

結果、 チェック漏れの増加が見受けられるようである。 これにより、 事後的な修正

　

や再確認が必要となる事例も生じており、業務全体としては合理化ではなく、むし

　

ろ非合理化に陥るおそれがあるので、決裁者はガバナンスの強化に一層努められた

　

い。今後も情報通信機器の利活用により、人員不足を補う手段として行政事務の効

　

率化と住民サービス、 更には福祉サービスに繋がるよう幅広く活用されることを望

　　

むところです。

③地域商社設立について

　　

地域商社は、行政では対応が困難な分野を補完・拡充することを目的として、町

　

が全額出資して設立された会社である。今回の定期監査においては、現時点でその

　

成果や効果を客観的に評価できる状況には至っていなかった。

　

当該会社は取締役会や監査役を設置していない体制であり、町の意向が業務運営に

　

直接反映されやすい一方で、経営状況や事業進捗に対する内部的なチェック機能が

　

十分に働かないおそれがある。 このため、 所管課においては、 出資者としての立場

　

を踏まえ、ｋｐ工の達成状況や事業目標に対する進捗を定期的に確認するととも

　

に、 具体的なアクションプランの策定およびその実行状況について継続的なモニタ

　　

リングを行うなど、 実効性ある管理・監督に努めてもらいたい。

③ 収入・支出について

　　　

歳入事務で収入調定は地方自治法第２３１条及び地方自治法施行令第１５４条を遵守

　　

し、 支出については、 地方自治法２３２条、２３２条の３、２３２条の４等に留意し、 年度

　　

末が近づくに連れ、請求書の件数も多くなってくるので、支払遅延防止法を遵守

　　

し、 債務の確認を確実に行うよう徹底され、 会計処理事務にあたられたい。

（２）介護保険事業

　　

保険料の未納額は減少しているが、時効完成に繋がらないよう徴収の強化に努め

　　

られたい。 また、 時効が２年と短く、 滞納者が常習化傾向にある。 滞納者に対して
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の給付制限について指導を徹底されたい。

（３）水道事業

　

① 上水道の徴収率については、 現年分が対前年ｏ．７％の増、 過年度も２．４％上昇して

　

いる。引き続き利用者に不公平感を与えることがないよう未収金解消に努められ

　

た い。

　

② 有収率については８１．７％と対前年３．３％上昇している。 有収率を高くすることは

　

経営の安定につながることから、今後も有収率の安定確保に努められたい。

ま

　　

と

　　

め

　

令和７年度定期監査（法第１９９条第４項の財務に関する事務の執行及び経営に関する事
業の管理）を実施したところ、各事務事業は、予算に添って概ね計画的かつ効率的に執行
されている。

　

町財政については、地方交付税の増額が厳しい状況であり、歳入面においては財源確保
のため、町税、住宅使用料などの未収金の圧縮に努め、特に悪質滞納者については強い姿
勢で臨まれたい。

　

今回の定期監査では、税収や税外収入について、前年度の取組を踏襲するにとどまら
ず、滞納者ごとの実情を把握するための聞き取り等、現場の状況に即した対応により、収
納率の向上に努めていることは評価できた。一方で、県内の令和６年度市町村税徴収率を
みると、 本町の場合、 徴収率は９６．８％と対前年０．２ポイント下降しており、 県下４３市町村
中２９位（県平均９７，６％）に位置しており、引き続き徴収率アップに努められたい。今後
も、滞納の長期化を防止する観点から、現年度分の早期納付指導や、滞納者ごとの生活状
況を把握した上での分納相談等、実情に応じたきめ細かな滞納対策に取り組まれたい。

　

なお、債務者が既に不存在である場合や、客観的に回収不能と判断される債権について
は、関係法令等に基づき、不能欠損処理を含めた適切な債権整理を引き続き検討された
いｏ

　

また、契約事務においては、随意契約に係る基準額が、令和７年度より引き上げられた
ことを踏まえ、今後は従前にも増して、契約事務における透明性および公平性の確保が－
層重要となる。 したがって、 契約の根拠や選定理由を明確にするとともに、 見積の徴収、
契約内容の検討等についても、より慎重かつ丁寧に対応する必要がある。今後において
も、引き続き関係法令や規程を遵守し、適切な契約事務の執行に努めていただきたい。

　

歳出面については、 物件費の減により経常収支比率が８９．８％、 対前年１，４ポイント改善
し、概ね妥当とされている９０％以内であるが、引き続き第４次行政改革大綱の基本方針
１，「財政健全化の推進」を着実に実践して経常経費等の節減により一層の努力を重ね、
健全財政を維持しつつ引き続き住民の福祉向上に最小の経費で最大の効果を上げられるよ
う、 更なる努力を望むところです。
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